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新たな機会と共に、
持続可能な成長へ導く

2026～27年度香港予算案
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主なポイント

研究開発費に対する損金算入の

見直しと強化

2025～26年度より、アセット&ウェルス
マネジメント・センターに対する現在の
税制措置を

強化

2億香港ドル
をBUD基金へ追加拠出し、「Easy BUD」の
申請上限額を1件あたり15万香港ドルに
引き上げ

上場を目指すREITへの非居住用不動
産の譲渡に係る印紙税を

免除
（改正法案2027年提出予定）

海運セクターに関する現行の税制措置を

強化

コーポレート・トレジャリー・センター（CTC）と
その関連会社向けの税制優遇と柔軟性を

拡充
また、事前承認メカニズムを導入

適格商品取引業者に対して税率を

半減する
優遇措置を導入

2026年2月25日以後に行った

グループ内資産譲渡における適格関係
会社の対象範囲を

拡大

知的財産権またはその使用権の購入に
かかる資本性支出に対して損金算入を
認める税制について

協議

2028年3月末まで、電動商用車、電動
バイク、電動三輪車に対する初回登録税を

免除

来年度の商業用土地売却を

停止

香港で金取引・決済を行う対象機関への
優遇税制措置を

検討

今後2年内に内国歳入法を、暗号資産報
告フレームワークと改正共通報告基準の
導入に向けて

修正
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2026年2月26日より、1億香港ドル以上の住宅
不動産取引に対する印紙税率が現行4.25%から

6.5% へ引き上げ

2026～27年度の最初の2四半期において、
香港域内外の不動産税（レーツ）について、

500香港ドル
を上限として免除

2025～26年度においては、事業所得税、

給与所得税およびパーソナル・アセスメント
について、税額の100%または

3,000香港ドル
のいずれか少ない金額を税額控除

各種社会保障給付金を

1カ月分
追加支給

2026～27年度の基礎控除とひとり親控除を

145,000香港ドル
に引き上げ
（2025～26年度：132,000香港ドル）

2026～27年度の既婚者控除を

290,000香港ドル
に引き上げ
（2025～26年度：264,000香港ドル）

2026～27年度の扶養子控除および
追加追加扶養子控除を

140,000香港ドル
に引き上げ
（2025～26年度：130,000香港ドル）

2026～27年度の60歳以上の扶養
父母・祖父母控除を

55,000香港ドル
に引き上げ
（2025～26年度：50,000香港ドル）

2026～27年度の55～59歳の扶養
父母・祖父母控除を

27,500香港ドル
に引き上げ
（2025～26年度：25,000香港ドル）

2026～27年度について、対象居住型介

護施設に入居している両親または祖父母
の高齢者住宅介護費の控除上限を

110,000香港ドル

に引き上げ

（2025～26年度：100,000香港ドル）

今後5年間、毎年発行する債権を現行の
1,600億香港ドルから

2,200億香港ドル
に増額
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総評

また、税制が経済競争力および近年の国際的な税制環境の
変化にとって重要な要素であることを踏まえ、商業・工業・

専門職各界の意見を幅広く取り入れるため、「税制政策諮問
委員会」を設置・主宰し、香港の税制政策が経済発展を強化
することを確保します。

財務長官は予算案演説の大半を、香港がAIの新たな成長機

会をいかに捉えるかについて説明することに費やしました。
具体的には、（a）研究開発（大規模言語モデル、新素材、
バイオ医療など）を支援する30億香港ドル規模のAI補助
金制度の創設、（b）5,000万香港ドルの基金による学生・
若年層・一般向けAI人材育成プログラムの実施、（c）従業員
再訓練委員会をUpskill Hong Kongに再編・機能強化し、
AI活用を含む技能ベースの研修コースを提供、（d）初・中等
教育のデジタル教育推進に向けた20億香港ドルの投入
（学校ベースのAI教育や活動参加補助）を挙げました。

さらに、香港政府が製造業者のスマート・マニュファクチャ
リングへの移行を積極的に後押ししてきたことに言及しました。
具体的には、IoT、リアルタイムデータの活用、データ分析の
応用、先進的なヒューマン・マシン・インターフェースおよび

ロボティクスといった技術を活用するとともに、半導体チップ
技術および関連設備の開発に取り組む企業を支援している
と述べました。

また、企業誘致・投資促進に向け、土地供与に関する措置、
補助金、半減税率または5%の優遇税率による税制措置など
の政策手段について、個別案件の内容に応じて単独で、
あるいは組み合わせて付与する方針を示しました。

経済の多角化と発展にとどまらず、グリーン開発および
グリーン・ファイナンスを加速させる重要性も強調しました。
具体的には、グリーン技術の開発支援に向けたグリーン

テック基金への追加拠出や、グリーンボンドの発行といった
施策を挙げました。

優遇措置が一部で期待されていたほど手厚い内容ではない
かもしれませんが、香港を取り巻く地政学的緊張や不透明な
外部環境を踏まえれば、一定程度理解できる面があります。

全体として、本年度の予算案は、香港が既存の強みを一層
強化するとともに、新たに生じつつある機会を取り込み、

持続可能な成長を目指すための青写真を示したように見受
けられます。これらにより、長期的により幅広い層が恩恵を受
けられるものと期待されます。

堅調な株式市場、予想を上回る事業所得税収、
政府支出の削減を背景に、財務長官は2026年2
月25日、2025～26年度の総合収支が29億香港
ドルの黒字となる見込みであると発表しました。

このことは、北部都市圏を含むインフラ投資により、資本収支
は依然として1,517億香港ドルの大幅な赤字が見込まれる
にもかかわらずです。将来に向けた投資であることから、

こうした投資の資金の大部分は債券発行で賄われる見込み
であり、2025～26年度の債券発行による純収入（償還後）
は1,033億香港ドルとなりました。

また、インフラ投資について、財務長官は、昨年度の為替基
金の投資収益が過去最高の3,300億香港ドルとなったことを
受け、今後2会計年度にわたり為替基金から資本整備準備
基金へ各年750億香港ドル（合計1,500億香港ドル）を繰り

入れ、北部都市圏およびその他のインフラプロジェクトを支援
することを提案しました。

歳入増加策として、取引額が1億香港ドルを超える住宅用不
動産取引に係る印紙税率を、2026年2月26日付で現行の
4.25%から6.5%へ引き上げると発表しました。さらに、
グローバル・ミニマム税（以下、「GMT」）および香港ミニマム
トップアップ税の導入により、2027～28年度から年間約
150億香港ドルの追加歳入が見込まれます。

財政状況の改善を踏まえ、財務長官は企業と個人の所得税
の一時的減免（上限3,000香港ドル）および不動産税の減免
（上限1,000香港ドル）といった、昨年の倍の規模となる税制

優遇措置を提示しました。さらに、個人および既婚者の基礎
控除、扶養子控除、扶養父母・祖父母控除を適度に拡充する
ことを提案しました。また、高齢者在宅介護費用控除も小幅
に増額される見込みです。

さらに、高齢者および社会的弱者層への支援も強化され、
老齢手当を含む各種社会保障給付金については、昨年の
半月分に代えて、1カ月分が追加支給されます。

「質の高い包括的成長、イノベーションと金融の推進」を
テーマに、財務長官は、香港を国際貿易・海運・アセット&
ウェルスマネジメント（以下、「AWM」）のハブおよびアジアの
知的財産（以下、「IP」）取引センターとしてさらに発展させる
ため、現行の税制優遇を強化する方針を示しました。
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主要な税制関連施策

新たな税制優遇措置案では、適格現物商品取引業者が、
取引活動から得られた課税対象利益に対して、8.25%の税
率を適用します。BEPS 2.0の適用対象となる企業について
は、8.25%の優遇税率に代えて15%の税率の適用を選択で

きるオプションも設けられます。概算では、この優遇措置案に
より約46億香港ドルの経済効果が見込まれ、海運サービス
需要の喚起および産業の発展に寄与します。

上記の提案は歓迎すべきものと考えられる一方で、政府
としては、BEPS 2.0の適用対象企業のETRの算定において、

支出基準の優遇税制措置が相対的に有利に取り扱われる点
も踏まえ、これらの利益基準の優遇税制措置を支出基準の
措置へ転換することが実務上可能かどうかについても検討を
加速すべきです。こうした見直しは、GMTに係るトップアップ
税の負担軽減につながります。

実際、支出基準の優遇税制措置は、適格還付税額控除また
は実体基準の優遇税制措置として提供することが考えられま
す。これにより、GMTに基づくETR算定においてより有利な

取扱いを受けられる可能性があります。従って、設置予定の
税制政策諮問委員会は、この問題をより包括的な視点から
検討することが期待されます。

財務長官が予算案で説明した主な税制関連施策
は以下の通りです。

海運サービス業向けの優遇税制措置の強化

香港を国際海運センターとしてさらに発展させるため、政府は
海運サービス業界に対する現行の優遇税制を一層拡充する
とともに、適格商品取引業者を対象とした新たな税制優遇措
置を導入します。業界とのコンサルテーションは2025年に

完了し、これらの施策に関する法案は本年上半期に官報に
掲載される見込みです。

海運サービス業向けの優遇税制の強化案には、以下が
含まれます。

（a）  船舶リースの定義を緩和し、短期リースも対象とする

（b）経済協力開発機構の税制改革パッケージ（通称、
「BEPS 2.0」）の下でGMTの適用対象となる企業に
ついて、BEPS 2.0対応に伴うコンプライアンスコストの
軽減を目的として、15%の優遇税率を選択可能とする
追加オプションを導入する

（c） オペレーティング・リースに基づき保有する船舶の取得

費用に対する損金算入を認める（現行の名目上の課税
標準引き下げに代わる措置として、GMT適用対象企業
の最低実効税率〈以下、「ETR」〉が不当に引き下げる
ことを防ぐため）

（d） 船舶取得資金の調達に伴い発生する支払利息について、
損金算入ルールを緩和する
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コーポレート・トレジャリー・センター向けの優遇税制措置の
強化

政府は、香港のコーポレート・トレジャリー・センター（以下、
「CTC」）向けに対する優遇税制を強化する提案を策定します。

現行制度の下、適格CTCは、グループ内資金調達（融資）
業務、コーポレート・トレジャリー・サービスまたはコーポ

レート・トレジャリー取引に係る適格利益に対して、事業所得
税率8.25%の優遇措置が適用されます。CTC制度は2016年
の導入以来、多国籍企業に対して明確で魅力的な税制
インセンティブを提供することで、香港の地域トレジャリー・
ハブとしての競争力を高めてきました。

しかし、近年、トレジャリー機能の立地をめぐるグローバル

競争は一段と激化しています。特にシンガポールなどの競合
国・地域では、実体要件の柔軟化や適格活動の対象範囲の
拡大を伴う、より柔軟な制度が採用され、多国籍企業
グループに運営上の裁量を与えています。こうした状況を
踏まえると、香港のCTC制度の強化は、主要なコーポレート・

トレジャリー・ハブとしての地位を維持・強化する上で、時宜を
得た必要不可欠な措置です。

財務長官は、納税者に一層の確実性を提供するため、
優遇税制において事前承認メカニズムを導入する方針を
示しました。

現行制度の主要な制約の一つとして、適格CTCは「香港に
おいて中央管理・統制されている」ことが求められます。
この要件は、CTCの運営が香港と十分な経済的関連性
（ネクサス）を有することを確保する目的で設けられたもの
ですが、実務上は次第に制約的な要件となりつつあります。

そこで、商業上の実態をより的確に反映するため、本要件を
「通常、香港にて管理・統制されている」へ緩和することを

提案します。この規定は、香港の他の税制優遇措置とも整合
し、CTCの日常的な事業運営が通常は香港で管理されて

いる一方で、戦略面におけるトップレベルの意思決定が香港
外の本社にて行われるケースにも対応できます。現行の
「香港において中央管理・統制されている」という要件に

よって、このような運営モデルが税制優遇の対象外とされて
しまうことは、正当化し難いと考えられます。

さらに、政府は、CTCの流動性管理を強化する観点から、

グループ企業から借り入れた資金の運用から得られる投資
収益（第三者発行の社債等に係る利息収入）についても、
当該資金を他のグループ企業へ再貸付した場合と同様に、
優遇税制の適用対象となるよう法令改正の検討を加速
すべきです。

さらに、政府は、通常税率が適用される香港のグループ会社
がCTCに支払う手数料または費用について、CTC側で受領

する当該収入が通常税率の半分で課税される場合であって
も制限を設けないことを検討する余地があります。

適格法人に対する印紙税グループ免除の適用範囲拡大

最終法院は昨年の判決において、印紙税法のセクション
45に基づく印紙税グループ免除措置は、発行済株式資本を

有する関連会社間の香港株式または財産のグループ内移転
に限定され、有限責任パートナーシップ（以下、「LLP」）には
適用されないと判断しました。ただし、LLPも法人格を有する
場合があります。

裁判所の判断および各種専門職団体からの意見提出を受け、
財務長官は、印紙税グループ免除の適用対象となる適格法
人の範囲の拡大を提案したとみられます。これにより、LLPに
加え、株式資本を有しない一定の有限責任法人も対象に

含まれる可能性があります。改正法案が可決された場合、
2026年2月25日以降に署名された課税文書にもさか
のぼって適用されます。

研究開発経費に係る損金算入措置の見直し

財務長官は、香港とグレーターベイエリア（以下、「GBA」）と

の緊密な経済統合により、クロスボーダーの科学研究協力、
技術移転、新興・将来産業の発展に向けた機会が生まれて
いると指摘しました。これを踏まえ、政府は研究開発（以下、
「R&D」）支出に係る損金算入措置を見直して強化する方針
です。

政府には、（i）超過的な損金算入の対象をGBA域内に所在
するサービスプロバイダーが実施するR&D活動も含め、
（ii）GBAを除く香港外に所在する納税者の関連事業体が
実施するR&D活動については通常の損金算入を認める、
というEYの提案を採用することが望まれます。

香港を知的財産取引のハブとして発展させる

財務長官は、知的財産集約型産業の発展を加速するため、
特定のIP関連支出に係る損金算入について、現行の制限を

緩和する方向でパブリック・コンサルテーションを行っていると
述べました。

この提案では、関連会社から特定のIPを取得する際に支出
した費用について、損金算入が認められます。さらに、IPの
使用権に関するライセンス契約に基づいて支払う手数料に
ついて資本性を有する場合であっても、各年度の会計上の
償却額に基づき損金算入が認められます。
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関連会社からの知的財産権の購入

しかし、租税回避防止規定として「主要目的」テストが導入
され、海外の関連会社からIPを取得することの主たる目的、

または主たる目的の一つが、香港の優遇税制措置を得ること
である場合、内国歳入局長官は当該支出に係る損金算入を
否認できるという権限を有します。例えば、海外関連者側
では当該IPの処分益が同国・地域の税務上の欠損金により

相殺される一方、香港側では取得費用の控除により税負担
が軽減される結果、香港域外の税務上の欠損金を実質的に
香港へ移転したと見られる場合が想定されます。

香港内におけるグループ内IP譲渡については、国内取引非

課税扱いの適用対象外となるため、香港の移転価格税制
（以下、「TP」）の対象となります。さらに、IP譲渡人が受領
する売却代金の総額から、当該IPに係る未損金算入分を控
除した金額は、IP譲渡人のトレーディング利益として取り扱わ

れ、事業所得税の課税対象となります。すなわち、グループ
内の取得者はIPの取得原価について損金算入が認められる
一方で、譲渡人は、当該IPが資本資産に該当する場合で
あっても、受領額について課税されることになります。

前払いライセンス料の支払い

税制上の対称性の観点から、本提案により対応するライセン
ス料等が損金算入できる場合には、内国歳入法（IRO）上、
本来は資本性を有する等の理由で通常は事業所得税の

課税対象とならない金額であっても、香港のライセンサーに
受領・帰属する当該金額を課税対象と見なす規定（みなし
規定）が導入される見通しです。

EYは、香港を知的財産取引のハブとして発展させるため、
IP関連支出に係る損金算入ルールを緩和するという政府の
取り組みを歓迎します。ただし、IP移転がすでにTPルールの

適用対象となる点も踏まえると、租税回避防止規定案が過度
に制約的ではないか、また香港が一般にキャピタルゲイン非
課税であるという原則からの逸脱を正当化できるのか、という
点については慎重な検討が求められます。

AWMハブ向け税制の拡充

ファンドおよびシングルファミリーオフィス

財務長官は、香港におけるシングルファミリーオフィスの数が
3,300を超えると述べました。政府は今後、ファミリーオフィス
や投資ファンドの香港進出を促すため、AWMセクター向けの

優遇税制措置を強化する方針です。具体的には、税制上の
「ファンド」の範囲を拡大し、年金基金やエンダウメント基金な
どの特定のファンド・オブ・ワン（単一投資家ファンド）を対象
に含めるほか、デジタル資産、貴金属、特定コモディティなど
を、優遇税制の対象となる適格投資として位置付けることが
含まれます。これらの措置を盛り込んだ改正法案は本年上半
期に提出され、2025/26課税年度以降に適用される予定で
す。

優遇税制の対象となる適格投資の拡大は歓迎すべき動き

ですが、ファミリーオフィスによる美術品や骨董品への投資が
拡大している趨勢も踏まえ、これらの資産についても対象に
含めることを検討してもよいでしょう。

不動産投資信託（REIT）

上場を目指すREITへの非居住用不動産の譲渡に係る印紙

税免除を規定する改正法案が、来年度上半期に提出される
予定です。
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年度
2025～26
（改訂後）

2026～27 2027～28 2028～29 2029～30 2030～31

一般会計歳入 653.3 652.1 666.0 688.8 724.6 767.3

一般会計歳出 （602.0） （640.2） （639.6） （647.6） （672.4） （698.4）

一般会計収支 51.3 11.9 26.4 41.2 52.2 68.9

資本会計歳入 35.5 113.1 128.4 77.0 95.1 107.9

資本会計歳出 （187.2） （203.2） （227.0） （224.3） （218.3） （215.2）

政庁債返済前の資本剰余金 （151.7） （90.1） （98.6） （147.3） （123.2） （107.3）

付加：政庁債発行による
正味収入

155.0 160.0 210.0 220.0 190.0 190.0

控除：政庁債の償還 （51.7） （59.7） （129.9） （103.3） （101.6） （133.1）

総合収支 2.9 22.1 7.9 10.6 17.4 18.4

3月31日時点の財政準備金 657.2 679.3 687.3 697.9 715.3 733.7

出典: “Appendices”, The Budget 2026-27, Hong Kong SAR Government, 2026, www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf  （2026年2月27日アクセス）を基にEY作成 

中期予測と財政準備金（単位：10億香港ドル）

予算案作成上の主要な仮定、予測および基準

2026～27年度から2030～31年度の
中期予測における仮定

◼ 予測期間の実質GDP成長率は、2026年を2.5～3.5%、
2027～30年のトレンドを3%と見積

◼ 投資利益率は、2026年を4.8%、その後2027～30年に
かけては年間4.4～6.9%と見積

◼ 2027～28年度以降の土地売却収入をGDPの2%と見積

◼ 2030年3月31日時点の財政準備金の予測残高は、
前回は5,791億香港ドルと見積もられていたが、今回は
7,153億香港ドルへと修正された（その年度のGDPの
17.7%に相当）。また、2031年3月31日時点の財政準備
金の予測残高は、7,337億香港ドルと見積もられている
（その年度のGDPの17.3%に相当）。

予算案作成基準

◼ 予算収支
長期的に総合収支の均衡を維持

◼ 歳出方針
長期的な経済成長率に対応した公共支出

◼ 利益準備金
収益からの実質利回りを長期的に維持

◼ 財政準備金
長期的に適切な準備金を維持

http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_appendices_a.pdf
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香港の税制
累進税率 2026～27

HK$50,000まで 2%

HK$50,001からHK$100,000まで 6%

HK$100,001からHK$150,000まで 10%

HK$150,001からHK$200,000まで 14%

HK$200,001以上 17%

累進税率 2025～26

HK$50,000まで 2%

HK$50,001からHK$100,000まで 6%

HK$100,001からHK$150,000まで 10%

HK$150,001からHK$200,000まで 14%

HK$200,001以上 17%

人的所得控除
2026～27

HK$
2025～26

HK$

基礎控除（独身） 145,000 132,000

基礎控除（既婚）* 290,000 264,000

扶養子控除（1人につき）
第1子から第9子まで

◼ 誕生年度 280,000 260,000

◼ 翌年度以降 140,000 130,000

扶養父母・祖父母控除（1人につき）

60歳以上
◼ 同居の場合 110,000 100,000

◼ 別居の場合 55,000 50,000

55歳から59歳まで
◼ 同居の場合 55,000 50,000

◼ 別居の場合 27,500 25,000

扶養兄弟姉妹控除（1人につき） 37,500 37,500

寡婦（夫）控除 145,000 132,000

障がい者控除 75,000 75,000

扶養障がい者控除 75,000 75,000

*既婚者でその配偶者に課税所得が発生していないか、配偶者とともに合算申告を選択した場合に認められます。

自己学習費用およびその他の控除（限度額）
2026～27

HK$
2025～26

HK$

自己学習費用 100,000 100,000

高齢者在宅介護費用控除 110,000 100,000

住宅ローン控除 1 –基本分 100,000 100,000

–追加分 20,000 20,000

住宅賃借料 – 基本分 100,000 100,000

–追加分 20,000 20,000

退職金給付に対する強制積立 18,000 18,000

年金保険料およびMPFへの自発的な拠出金 60,000 60,000

任意健康保険制度での保険料（1人に付き） 2 8,000 8,000

慈善寄付金
課税所得の

35%まで

課税所得の

35%まで

生殖補助医療にかかる費用 100,000 100,000

1．控除期間：20年
2．納税者または配偶者の祖父母、両親、兄弟姉妹を対象とする特定の親族に適用
出典：”Supplement”, The Budget 2026-27 Hong Kong SAR Government, 2026, www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_supplement02.pdf （2026年2月27日アクセス）を基にEY作成 

給与所得税

給与所得税は、一定の現物給与を含む香港を源泉とする給与所得に対して
課税されます。住宅手当については、税制上の優遇措置があり、一般的に
住宅手当以外の給与の10%がみなし家賃として給与所得に加算されます。

その他の免除規定には以下のものが含まれます。

◼ 香港および香港外の雇用契約の双方について60日基準による免除規定

◼ 香港外の雇用契約の場合、滞在日数基準での課税

税率と所得控除

給与所得税の税額は以下で計算した金額のいずれか低い方となります。

◼ 所得控除後、人的所得控除前の課税対象所得に標準税率15%（500万
香港ドルまで）／16%（500万香港ドルを超える部分）を乗じた金額

◼ 所得控除および人的所得控除後の課税対象所得に以下の累進税率を
乗じた金額

http://www.budget.gov.hk/2026/eng/pdf/e_supplement02.pdf
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実効源泉徴収税率*

支払先

関係
法人 法人以外

非関連者 4.95% 4.5%

一定の要件を満たす
関連者 16.5% 15%

印紙税

◼ 株式の譲渡：0.2%

◼ 不動産の譲渡

従価印紙税 第2基準税率

現行
（HK$）

基準税率1（HK$） 税率2

400万以下 400万以下 HK$100

400万 – 450万 400万 – 450万 1.50%

450万 – 600万 450万 – 600万 2.25%

600万 – 900万 600万 – 900万 3.00%

900万 – 2,000万 900万 – 2,000万 3.75%

2,000万以上 2,000万以上 4.25%

該当なし 1億以上 6.5%

事業所得税

◼ 課税対象：課税所得は、会計上の利益に税法で定めら
れた加減算調整を行って算出されます。

◼ 税率：法人 – 16.5%*  その他 – 15%* 

* 2018～19年度から適用されている二段階の事業所得税率制度に
より、法人および非法人事業の利益の200万香港ドルまでの税率は
半分となり、残りの利益は上記の通常税率で課税されます。

しかし、「関連当事者（Connected Entities）」に関しては、 同一査定
期間において、1社のみが二段階の事業所得税率制度を適用できま

す。

◼ 欠損金の繰越: 税務上の欠損金は、租税回避が疑わ
れる場合を除き永久に繰越可能です。

◼ キャピタルゲイン：非課税です（国外源泉所得非課税制度
の対象となる）。

◼ 受取配当金：非課税です（国外源泉所得非課税制度の
対象となる）。源泉徴収もされません。

◼ 慈善寄付金：課税所得の35%までは損金算入可能です。

◼ 非居住者に対するロイヤルティ支払

* 二段階の事業所得税率制度および二重課税防止協定の適用により税率
が軽減される場合があります。

グローバル・香港国内ミニマム課税制度*

◼ 課税メカニズム：所得合算ルールにおけるグローバル・

国内ミニマム課税および香港ミニマムトップアップ税が、
2025年1月1日以降に開始する事業年度より、軽課税

所得ルールは政府によって後日公表される日付より適用
されます。

◼ 対象グループは、当年度の直前4事業年度のうち、少なく
とも2事業年度において、年間連結売上高が7億5,000万
ユーロ以上の多国籍企業とされます。

◼ トップアップ税率：香港の実効税率と最低税率15%の差額

1. 2026年2月26日以降に締結された不動産契約に適用されます。
2. マージナル・リリーフ（軽減措置）の対象となります。

◼ 90%以上の持株関係を有するグループ会社間での株式・
不動産の譲渡：免除

資産所得税

香港内の不動産を所有し賃貸する個人は、賃貸料収入の
80%に対して15%の標準税率で課税されます。一方、法人の

不動産賃貸収入は資産所得税の対象とならず、事業所得税
として課税されます。

相続税

香港では2006年2月11日以降に亡くなった被相続人の財産
に相続税はかかりません。

その他の税金と費用

空港利用税

200香港ドル（12歳未満は免除）

賭博税

◼ 競馬：総利益に対し複数の税率

◼ マークシックス：売上の25%

◼ サッカーくじ：総利益の50%

事業登録税

◼ 1年分の登録と賦課金：2,350香港ドル

◼ 3年分の登録と賦課金：5,650香港ドル

資本登録税

2012年6月1日付で全廃されました。

ホテル宿泊税：3% 

物品税

酒、たばこおよび炭素（燃料）に複数の税率

自動車登録税

私有車およびその他の車両の課税評価額に132%までの
限界税率を適用
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